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出雲市農業委員会（第３期）第２７回総会 議事録

「農業委員会等に関する法律」第２７条第１項の規定に基づき会長が総会を招集。

１ 日時 令和７年(2025)１０月２７日（月）午前１０時３０分から午前１１時３０分

２ 場所 出雲市役所 ３階 庁議室

３ 出席委員（２３名）

大梶 泰男 岡田 征記 河原 昭紀 持田 守夫 若槻 博美

佐藤 文男 松本 尚幸 岸 勝 石飛 忠宏 今岡 充

松井 幸男 八幡 みさこ 伊藤 猛 常松 守男 天野 明浩

森山 亮二 勝部 守 立石 行雄 湯浅 道行 伊藤 美樹

佐野 芳夫 嘉本 良市 水 壯

４ 欠席委員（１名）

江角 昭夫

５ 提出議題

⑴ 報告事項

報第９１号 会長専決処分の報告

報第９２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について

報第９３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について

報第９４号 農地法第４３条第１項の規定による届出について

報第９５号 農用地利用集積等促進計画の認可について

報第９６号 農地法第５条の規定による許可の取消について

⑵ 議案審議

議第１６８号 農地法第３条の規定による許可の決定について

議第１６９号 農地法第４条の規定による許可の決定及び承認について

議第１７０号 農地法第５条の規定による許可の決定及び承認について

議第１７１号 農地転用事業計画変更申請決定について

議第１７２号 農地賃借料情報の公示について

議第１７３号 所有者等を確知できない農地の告示について

会長あいさつ
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６ 議事

会長が総会の開会を宣する。出席者が過半数を超え会議の成立を宣する。

署名委員に８番松本尚幸委員、９番岸勝委員を指名する。

議 長 それでは、お手元の次第にしたがって進行いたします。報告事項、報第９１

号会長専決処分の報告、報第９２号農地法第１８条第６項の規定による通知

について、報第９３号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、報

第９４号農用地利用集積等促進計画の認可について、報第９５号農地法第５

条の規定による許可の取消について、を一括して報告します。

議 長 報第９１号会長専決処分について、報告いたします。第２５回、第２６回総

会で承認いたしました案件で、農振除外の決定が未済のため、許可保留として

いました農地法第４条１１件、農地法第４８条件について、令和７年９月２９

日付で農振除外の決定がありましたので、決定日と同日付で許可決定してお

ります。

また、第２６回総会で承認いたしました案件で、島根県農業会議に意見を聴

く案件、農地法第４条２件、農地法第５条９件については、島根県農業会議第

１１５回常設審議委員会に諮問し、許可相当との答申をいただいております。

そのため、常設審議委員会における決定日の１０月１０日付けで許可決定し

ております。

議 長 続いて、報第９２号農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務

局から報告をお願いします。

岡主事 それでは、報第９２号について、説明します。農地の賃貸借の解約等は、原

則的に県知事の許可が必要ですが、農地法第１８条第１項第２号で、貸し手と

借り手の合意による解約が、その農地の引渡しの期限前の６ヶ月以内に成立

した旨が書面において明らかな場合は契約終了の手続きができます。

報告事項の１ページをご覧ください。今月は受付番号１１７番から１１９

番の３件の通知がありました。内訳としては、耕作者変更のためが１件、５条

により売却するためが２件となっています。農地の引渡しの時期が、解約の合

意の成立後６ヶ月以内であることを書面で確認しており、県知事の許可を要

しないものと考えます。以上報告といたします。






























